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石 油 流 通 課

１．我が国の現行ＬＰガス備蓄は 「石油の備蓄の確保等に関する法律」に基、

づく民間備蓄となっている。

２．ＬＰガス民間備蓄は、昭和５６年度に石油備蓄法を改正して、ＬＰガス輸

入業者に対して、年間輸入量の５０日分に相当する量（基準備蓄量）の備蓄

を義務づけることにより実施している。

３．また、民間備蓄に加えて、２０１０年度（平成２２年度）に１５０万トン

を目標とする国家備蓄事業を推進しており、現在、立地決定した５地点で基

地建設を進めているところである。

○ＬＰガス備蓄の推移（民間備蓄） （単位：千トン）

基準備蓄量 民間備蓄保有量（日数）

１５年１０月 １，９２７ ２，７６５（７１．７）

１５年１１月 １，９６９ ２，８４７（７２．３）

１２月 １，９４９ ２，５３１（６４．９）

１６年 １月 １，９２６ ２，３６８（６１．５）

２月 １，９２９ ２，２６２（５８．６）

３月 １，９０８ ２，１１８（５５．５）

４月 １，８８９ ２，１４３（５６．７）

５月 １，８８０ ２，１７８（５７．９）

６月 １，８７７ ２，３８３（６３．５）

７月 １，８６５ ２，４３６（６５．３）

８月 １，８８１ ２，４４８（６５．１）

９月 １，８８２ ２，４２８（６４．５）

１０月 １，８５７ ２，５５０（６８．７）

１１月 １，８０１ ２，７０５（７５．１）




